指定介護老人福祉施設　「特別養護老人ホーム幸楽園」

重要事項説明書

	当施設は介護保険の指定を受けております。

秋田県第　０５７０１５０２６８号


1． 施設経営法人

　法人名　　社会福祉法人　幸楽会

　所在地　　秋田県秋田市上新城中字片野四番地

　電話番号　　０１８－８７０－２２２４

　代表者氏名　　理事長　渡邉　良雄
２．　事業の目的及び運営方針
　事業の目的

　この事業は、介護保険法及び関係法令の定めるところにより、要介護状態にある高齢者に対して、指定介護老人福祉施設において適正な介護を提供することを目的とします。

　施設運営方針

　当施設は、施設介護サービス計画に基づき施設機能を十分に発揮しながら、日常生活介護、機能訓練、健康管理等を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した生活できるようにすることを目指します。又、利用者の人格を尊重し、常に利用者本位のサービスの提供や、家庭の延長としての役割や、地域との連携を重視した運営に努めます。

３．　ご利用施設

　施設の名称　　　特別養護老人ホーム　幸楽園

　施設の所在地　　秋田県秋田市上新城中字片野四番地
　電話番号　　　　０１８－８７０－２２２４
　施設長　　　　　飯　塚　喜　弘
　開設年月日　　　昭和５７年４月１日

　入所定員　　　　６０名

　土地概要　　　　５６２８．４６㎡

　建物概要　　　　鉄筋コンクリート平屋建　延べ床面積１５９９．２５㎡

　居室等の概要　　４人１室　１５室（１室３３㎡・１床当たり８．２５㎡）

　　　　　　　　　全館暖房設備・全居室冷房完備・全居室非常用電源設置
　　　　　　　　　　利用者より居室変更の申し出があった場合は、居室の空状況により施設側で可否を決定します。又、利用者の身体状況により居室を変更する場合があります。その際は、利用者と協議のうえ決定します。

主な共同設備　　　①玄関　　②事務室　③ホール　④介護員センター　

⑤医務室　⑥静養室　⑦談話室

　　　　　　　　　⑧食堂（機能訓練コーナーを含む）

⑨浴室　　⑩トイレ・洗面所　　⑪礼拝室　⑫洗濯室

　　　　　　　　　　各個人用ベッド・各トイレ・浴室コーナーにナースコールを設置しております。
4． 職員の配置状況

　当施設では、ご利用者に対して指定介護福祉サービスを提供する職員として以下の職種の職員を配置しております。

1． 施設長（管理者）　　　　　　　　　　　　　　１名
2． 生活相談員　　　　　　　　　　　　　　　　　１名

3． 介護支援専門員　　　　　　　　　　　　　　　１名

4． 介護員　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０名以上
5． 医師（嘱託医：内科１名）　　　　　　　　　　　　　　１名

6． 看護師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３名以上
7． 管理栄養士、栄養士　　　　　　　　　　　　　各１名

8． 調理員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５名以上
9． 事務員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名以上
10． 機能訓練員（看護師兼務）　　　　　　　　　　１名

　　職員の配置については指定基準を遵守しています。

　主な職種の勤務体制

	職　種
	勤　　務　　時　　間

	医師
	内　　科　　毎週金曜日　１時間３０分

	介護員
	標準的な時間帯における最低配置人員

早番　　６：３０　～　１５：４５　　　３名
早日　　７：４５　～　１６：４５　　　１名
日勤　　８：３０　～　１７：３０　２名～４名

遅番　１０：００　～　１９：００　　　２名
遅番　１０：００　～　１９：１５　　　１名
遅番　１０：００　～　１９：３０　　　１名

夜勤　１６：３０　～　　９：３０　　　２名

	看護師
	標準的な時間帯における最低配置人員

早番A　７：４５　～　１６：４５　　　１名
早番C　８：００　～　１７：００　　　１名
日勤　　８：３０　～　１７：３０　１名～２名
夜間自宅待機体制をとり緊急時に備えます。


５．当施設が提供するサービス内容と利用料金

　当施設では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。

（1） 利用料金が介護保険から給付されるサービス

（2） 利用料金の全額をご利用者に負担いただくサービス

（１）当施設が提供する基準介護サービス
　以下のサービスについては、居住費、食費を除き通常９割（２割負担の方は８割）が介護保険から給付されます。

1 居室の提供　　②　食事
　当施設では管理栄養士の立てる献立表により、ご利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。毎日の水分補給に牛乳、ジュース等、週２回の選択食、季節毎の行事食を提供します。また、病状等により医師の食事箋に基づき療養食を提供することができます。

提供時間　　朝食７：３０～　昼食１２：００～　夕食１８：００～

③　入浴

　基本的には週２回以上、入浴を提供します。身体状況により入浴困難な場合は清拭を提供します。概ねベッド上の生活の方は機械浴槽を使用し入浴していただきます。

④　排泄

　身体の状況に応じ、適切な方法で排泄自立を目指します。困難な場合はオムツ等を使用し適切な援助を提供します。

⑤　機能訓練

　必要に応じ、日常生活を送るうえで必要な生活機能の改善、維持のため機能訓練を生活ケアの中で行います。

⑥　健康管理

　週１回の嘱託医による回診及び電話等の指示により医療処置、定期健康診断を行うとともに、看護師による健康管理に努め、健康相談に応じます。
　尚、新規入所時に健康状態を把握の為、血液検査等を行うことがあります。
⑦　栄養管理
　利用者の栄養状態の維持及び改善を図るため、各利用者の状態に応じた栄養管理を行います。
⑧　口腔衛生の管理
　利用者の口腔の健康維持を図り、各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を行います。
⑨　相談及び社会的便宜

　ご利用者や必要に応じてご家族等に対して生活、介護、環境等に関する相談、助言を行います。また、行政機関等の諸手続きで、利用者並び家族が対応困難な場合、代行手続きを行います。

⑩　生活サービス

居室の清掃、シーツ交換、施設内で可能な洗濯等を行います。
　
【　サービス利用料金　】
	ご利用者要介護度
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	1．基本報酬額

(介護施設サービス費）
	5,890
	6,590
	7,320
	8,020
	8,710

	2．日常生活支援加算
	360

	3．夜勤職員配置加算
	160

	4．看護体制加算Ⅰ
	40

	合　　計
	6,450
	7,150
	7,880
	8,580
	9,270

	４.自己負担額1割
	645
	715
	788
	858
	927


サービス利用料金は、ご利用者の要介護度により異なります。
上記要介護度に応じた金額をお支払いいただきます。
介護保険負担割合について
　　介護保険負担割合証の利用者負担割合により、介護保険該当分の自己負担額が異なりますので、都度ご説明いたします。
初期加算について

入所した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、１日につき30円を加算します。30日を超える病院又は診療所への入院後に再び入所した場合も、同様とします。
　安全対策体制加算について

　　　施設内の安全対策に関する体制を整備し、組織的に事故の発生や再発防止に努めている場合、入所時に１回20円が加算されます。
日常生活支援加算として、１日あたり36円ご負担いただきます。

夜勤職員配置加算として、１日あたり16円ご負担いただきます。
看護体制加算（Ⅰ＋Ⅱ）として、１日あたり12円ご負担いただきます。
　口腔衛生管理加算（Ⅱ）として、１月あたり110円ご負担いただきます。
　科学的介護推進体制加算について

　　ご利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症等に係る基本的な情報を厚生労働省と共有した上で、ケアの質の向上の取り組むことに対し、１月あたり50円のご負担をいただきます。　
　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）介護サービス質の向上と職員の負担軽減を目的とし、ICT機器の活用や業務改善の取り組みを進めるため、１月あたり10円ご負担いただきます。

療養食加算として、１回あたり6円（実際にサービスを提供した場合のみ）
栄養マネジメント強化加算として、１日11円のご負担を頂きます。最適な栄養ケアを行うため、管理栄養士及び栄養士が栄養ケア計画を作成致します。
経口移行加算について　１日あたり28円（実際サービスを提供した場合）
経口維持加算について（Ⅰ）１月あたり400円（Ⅱ）１月あたり100円
摂取機能障害を有し誤嚥が認められる方へ、医師や歯科医の指示のもと、管理栄養士が経口維持計画を作成した場合頂きます。
配置医師緊急時対応加算として、医師が緊急に来園し診察を行った際に、１回につき勤務時間外の場合325円（6時～22時）650円（22時～6時）1,300円ご負担いただきます。
機能訓練加算として、１日あたり12円のご負担をいただきます。（有資格者を配置し実際にサービスを提供した場合のみ）
協力医療機関連携加算として、病歴など共有する為の会議を定期的に開催する事で1月５円ご負担いただきます。
看取り介護加算について
　　医師より近い将来終末期を迎えられると判断された際も、当園内にてその終末期を身体的・精神的苦痛や苦悩をできるだけ緩和し、その方らしく尊厳ある暮らしを営めるよう援助させて頂いています。その為、看取りのお手伝いをさせていただいた場合に加算対象となることもあります。料金については、別紙にて説明させて頂きます。
退所前後訪問相談援助加算として、１回あたり460円

退所時相談援助加算として、退所者１回限り400円

退所前連携加算として、退所者１回限り500円（上記退所前後、相談援助及び情報提供等をさせていただいた場合、要件に応じて加算対象となります。）
外泊・入院時の居住費について

ご利用者が病院又は診療所への入院を要した場合、及び外泊を認めた場合は、1ヶ月に6日を限度として1日につき246円を加算します。ただし、入院又は外泊の初日及び最終日は算定できません。また、短期入所者のかたが居室を使用した場合はいただきません。尚、6日を超える日数を要した場合は、保険適用外となり、通常の利用料をご負担頂きます。　
　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）について
介護職員等へ処遇改善等を実施し、都道府県へ届け出した施設に対し、サービスを行った費用算定に関する区分に従い、所定単位数に１４％を乗じた金額をご負担頂きます。
　※　各種加算について、事業所の体制が整った際に算定し一部負担ご負担いただきます。
当施設の居住費（居室に係る自己負担額）、食費（食事に係る自己負担額）

　世帯全員の方が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護受給の方で、負担減額の認定を受けている場合には、施設利用居住費及
び食費の負担が次項のとおり軽減されます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円・日額）

	対　象　者
	区分
	居住費
	食費

	
	
	多床室
	

	生活保護受給者
	利用者負担

１段階
	０
	３００

	世帯全員が、市町村民税非課税
	老齢福祉年金受給者
	
	
	

	
	課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万以下の方
	利用者負担

２段階
	４３０
	３９０

	
	課税年金収入額と合計所得金額
の合計が120万円以下の方
	利用者負担

３段階①
	４３０
	６５０

	
	課税年金収入額と合計所得金額
の合計が120万円超の方
	利用者負担

３段階②
	４３０
	１，３６０

	上記以外の方
	利用者負担

４段階
(基準費用額)
	９１５
	１，６１０


※居室及び食事に係る費用について、負担限度額の認定を受けている場合には、認定証に記載している上記負担額となります。
※ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、介護保険給付サービス費の全額を一旦お支払いいただき、要介護認定を受けた後に、介護保険から払い戻しとなります。

※介護保険制度改正等に伴い給付額の変更があった場合、変更された額に伴い
ご利用者の負担額を変更致します。
（２）．（１）以外のサービス

　以下のサービスについては、利用料金全額がご利用者負担となります。

1 特別な食事（飲酒を含む）

　ご利用者のご希望に基づいて可能な限り特別な食事を提供します。

　　利用料金：要した費用の実費

2 理髪　　週に１回（毎週水曜日）、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。調髪料金：１回あたり2,970円（税込み）その他については、ご利用時にご説明いたします。
3 買物代行　　　ご利用者及びご家族が自ら購入困難な場合、施設の購入代行サービスをご利用いただけます。　　利用料金：要した費用の実費
4 移動売店

　　　週に１回、売店の施設内移動販売を提供いたします。おやつ等の嗜好品
を購入することができます。　　利用料金：要した費用の実費
5 貴重品及び現金の管理

　　ご利用者が所持する貴重品及び現金の管理を依頼された場合、管理サー
ビスをご利用いただくことができます。利用にあたり金銭管理委託契約
を締結いただく必要があります。　　利用料金：１日あたり２０円

6 レクリエーション、クラブ活動

　　ご希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことが
できます。　利用料金：材料費等の実費を負担していただきます。

7 日常生活上必要となる諸費用の実費

　　日常生活の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に負
担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。

8 ご利用者の希望による私的用事に係るサービス

　　個別外出等、ご利用者の希望による私的用事をお手伝いします。

　　利用料金：経費、実費相当分をご負担いただきます。

9 複写物の交付

　ご利用者並びご家族は、サービス提供についての記録を閲覧できますが、
複写物を必要とする場合には実費を１枚あたり１０円頂きます。
10 その他　　
　　ご希望により居室内へテレビ及び居室用冷蔵庫の設置が可能です。使用した場合の料金は、料金として１日各１００円をご負担いただきます。

利用料金のお支払い方法（入所期間中、お支払方法の変更は可能です）
	　前期(１)の料金は、１ヶ月毎に計算し、翌月１５日までに請求します。請求翌月の２０日までに以下の何れかの方法でお支払い下さい。(１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。)前期(２)の料金はお預かりしている現金及び預金通帳より引き落としさせて頂きます。　　　　　　
イ．北都銀行預金口座からの振替口座引き落とし。（翌月月末）
ロ．当施設へお預け頂ける、預金通帳口座からの引き落とし

　　　ご利用できる金融機関　：　ＪＡなまはげ秋田（新あきた農協）　
　　※　尚、新規通帳作成の場合は、株式会社ゆうちょ銀行となります。
ハ．下記指定口座への振込み

　　北都銀行　通町支店　普通預金　　口座番号　００８２３１５
　　口座名義　特別養護老人ホーム幸楽園　施設長　飯塚　喜弘
二.　現金窓口払い


1． 協力医療機関と医療

（１）医療機関の名称　　　秋田厚生医療センター
　　　院　長　氏　名　　　柴田　聡
　　　所　　在　　地　　　秋田県秋田市飯島西袋１丁目１番１号

　　　連　　絡　　先　　　０１８－８８０－３０００
　　　医療機関の名称　　　高木内科胃腸科医院
　　　院　長　氏　名　　　高木　康彦
　　　所　　在　　地　　　秋田県秋田市将軍野南４丁目６番２０号

　　　連　　絡　　先　　　０１８－８４５－１１１８
（２）歯　科　治　療　　　協力歯科医院が施設内へ往診します。

　　　協力歯科機関　　　医療法人千成会　旭北歯科医院
　　　院　長　氏　名　　　千葉　利昭　　　　　　　

　　　所　　在　　地　　　秋田県秋田市旭北栄町１番４号　
連　　絡　　先　　　０１８－８６５－２９３１
（３）利用者の医療　　　　病気やけがの治療は、当施設の嘱託医またはご利
用者が選択する医療機関で受けていただくこととなります。医療費につい
ては、医療保険制度で支給される以外の費用はご利用者の負担となります。

　　　　なお、入院が３か月以上にわたった場合、または３か月以内に退院の
見込みがない場合は退所となります。

2． 非常時、災害時、事故発生時の対応

（1） 非常時の対応　　　　
別に定める「特別養護老人ホーム幸楽園　防火管理規定」により対応します。

（2） 非常通報体制　　　　
非常通報体制は、全職員・消防関係者・地元救援隊との応援協力体制を確保しております。

（3） 防災訓練　　　　　
別に定める「特別養護老人ホーム幸楽園　防災計画」により年２回以上、夜間及び日中を想定した避難訓練をご利用者参加で行います。

（4） 防災設備の概要　　　
屋内消火栓８カ所・消火器１８カ所・防火戸１カ所・避難場所３カ所・非常火災通報設備等を完備しております。また、停電等の有事に備え、全居室及び食堂等へ非常用電源を設置しおります。
（5） 事故発生時の対応　　
事故対応マニュアルに基づき、事故による身体の障害発生している場合は、生命の維持のため、可能な限り応急措置をとるとともに、家族、関係機関との連携をとる等、適切な対応に努めます。
（6） 業務継続計画　
（災害）　①利用者様の生命と生活を守る②職員の生命と生活を守る③地域高齢者の生命と生活を守ることを柱に、大規模地震、大型台風、豪雨災害の甚大な被害に対し、人的・物的被害の未然防止、発生後の施設機能を保全し、迅速且つ適切に事業継続を進めていきます。
　　　（感染）　①利用者様の生命と生活を守る②職員の生命を守ることを柱
に、災害と併せ、新型感染症等の発症、感染拡大を防ぎ事業計画を進めて
いきます。
3． 虐待防止に関する方針
　　　　ご利用者各位の尊厳を保持し、いかなる時もご利用者各位に対して、虐待を行ってはならない事を当施設の基本的な考えとし、職員が高齢者虐待を理解すると共に、虐待を未然に防ぎます。

4． 身体拘束適正化のための取り組みに関する方針
利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
5． 衛生管理
　施設の衛生管理に努め、衛生上必要な措置を講じ、医薬品・医療用具の適正な管理を行うとともに感染症又は食中毒の発生、蔓延を防ぐために必要な措置を講じます。

6． ハラスメントの禁止
　適切なサービスの提供を確保する観点から、職場内での性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

7． 当施設をご利用の際に留意していただく事項

（１）事故補償　　　　　　当施設において事業所の責任によりご利用者に生
じた損害については、その損害を賠償します。

（２）来訪・面会　　　　　来訪者は、その都度事務室、または職員に届けて

下さい。また、来訪者が宿泊する場合は、事前に許可を得てください。

（３）外泊・外出　　　　　外泊・外出の際は、必ず行き先及び帰園予定日時を届けて下さい。

（４）居室設備の使用　　　施設内の居室や設備、器具等は本来の用法をまもって使用して下さい。これに反したご利用により破損が生じた場合、補償をしていただくことがあります。

（５）喫煙・飲酒　　　　　喫煙は、健康増進法（R2/4改正）により、施設内での喫煙は禁止となっております。ご希望の方は、入所時にご相談させて頂きます。また、飲酒については、医師による制限がない限り、晩酌程度は可能です。

（６）迷惑行為　　　　　　けんか、暴行、中傷等、他人に対する迷惑行為はしないで下さい。

（７）所持品の管理　　　　入所時に所持品を届けていただきます。なお、原則的に日常生活用品に限らせていただきます。

（８）現金の管理　　　　　現金の管理を施設へ依頼する場合は「預り金取扱要綱」に基づいて管理いたします。なお、管理を依頼するにあたり、金銭管理委託契約を締結いただくことを前提とします。

（９）宗教・政治活動　　　施設内での宗教及び政治活動は控えていただきます。

（10）動物の飼育　　　　　施設内では、動物等ペットの飼育を原則禁止しております

８．入所・退所等

　入所の詳細は、契約書に基づき開始されます。また、契約書上の終了項目に該当する場合は退所することとなります。

　主な例は以下のとおりです。

1 利用料金の滞納や伝染性罹患となり治療の必要性が生じた場合

2 利用者本人の行動により他のご利用者への影響が生じた場合

3 介護保険要介護認定の更新により利用該当外の認定結果の場合

4 措置施設へ入所した場合

5 ３か月以上の入院が必要な場合、または３か月以上、入院した場合
９．第三者評価の実施は、現在未実施です。
１０．苦情受付窓口

　当施設に対する苦情やご相談は以下の窓口にて受付いたします。

　常設窓口　　　　事業所　　特別養護老人ホーム　幸楽園

所在地　　秋田市上新城中字片野４番地

　　　　　　　　　連絡先　　０１８－８７０－２２２４

担当者　　生活相談員　　橋本　美香
第三者窓口　　　ボランティア団体代表　さくらの会

住　所　　秋田市高陽青柳町１０－２０

連絡先　　０１８－８６３－７２７６

　　　　　遠藤　江美子

上新城地区　民生児童委員

幸楽園地元救援隊　副隊長

住　所　　秋田市上新城中字家ノ後１８５－１

連絡先　　０１８－８７０－２０４０

　　　　　永田　凡人

他相談窓口　　　公的機関においても、次の機関において苦情等の申し出が

出来ます。

○　各市町村・相談窓口

秋田市介護保険課

所在地　秋田市山王1丁目１－１

連絡先　０１８－８６６－２０６９
時間帯　８：３０～１７：１５　

○　秋田県国民健康保険団体連合会

所在地　秋田市山王４丁目２－３
連絡先　０１８－８８３－１５５０
時間帯　８：３０～１７：１５

指定介護老人福祉サービスの提供開始に際し、本書に基づき重要事項の説明を行いました。

指定介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム　幸楽園

説明者職氏名　相談員：　橋本　美香　印
　私は、本書面に基づいて事業者からの重要事項の説明を受け、指定介護老人福祉施設サービスの提供開始に同意します。

令和　　　年　　月　　日

利用者住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

身元引受人

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
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